
三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、市内中小事業者等が行う生産性向上及び販路開拓等に資する  

取組に対して三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金（以下「補助金」という。）を交付

することにより、デジタル化やカーボンニュートラル等への対応及び市内における創業や円滑

な事業承継による持続的発展を支援することで市内経済の活性化を図ることを目的とする。  

 

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 創業  事業を営んでいない個人が新たに市内で事業を開始すること又は新たに法人

を設立し、当該法人が市内で事業を開始することをいう。  

(2) 創業者  前号の創業を行い、かつ創業支援関係機関による支援を受けている者をい

う。 

(3) 創業支援関係機関  三鷹市、株式会社まちづくり三鷹、三鷹商工会、特定非営利活

動法人三鷹ネットワーク大学推進機構及び特定非営利活動法人みたか市民協働ネット

ワークのことをいう。  

(4) 事業承継  経営資源を経営者の親族、従業員又は第三者に引き継ぐことをいう。た

だし、法人にあっては、代表者の変更を伴い、承継者が株式の過半数を取得し経営権を

取得したと認められるものをいう。  

(5) 承継者  被承継者の事業を承継し、自ら事業主又は法人代表者として経営に当たる

個人又は法人で、事業承継支援関係機関による支援を受けている者をいう。  

(6) 被承継者  事業の引き渡しを決定、あるいは引き渡しを検討している個人又は法人

で、事業承継支援関係機関による支援を受けている者をいう。  

(7) 事業承継支援関係機関  株式会社まちづくり三鷹、三鷹商工会、東京都多摩地域

事業承継・引継ぎ支援センターその他三鷹商工会長が別に定める事業承継に関する関

係機関のことをいう。  

 

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象とする者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる条件を

全て満たす事業者とする。ただし、日本標準産業分類に掲げる大分類Ａ（農業、林業）又

は大分類Ｂ（漁業）に該当する事業を主たる事業として営む者を除く。  

(1) 次のいずれかに該当する者  

イ 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小  

企業  

ロ 中小企業基本法第２条第１項第１号に規定する中小企業の従業員規模に準  

ずる次のいずれかに該当する者  

(ｲ) 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定する  



特定非営利活動法人  

(ﾛ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第  

２条第１号に規定する一般社団法人等  

(ﾊ) 法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）別表第２に規定する公益法人等のう  

ち、医療法人、公益財団法人、公益社団法人及び社会福祉法人  

   ハ その他三鷹商工会長が適当と認める者  

(2) 創業者、承継者及び被承継者については、次に該当する者  

三鷹商工会長が別に定める期間に市内で創業、事業承継していること。あるいは、事業

譲渡を行おうとしていること。  

(3) 創業者については、次のいずれにも該当する者  

イ 事業を１年以上継続することが見込まれるもの。  

ロ  三鷹商工会長が別に定める日において３年以上継続して別の事業を営んでいないこ

と。 

ハ  三鷹商工会長が別に定める日において３年以上継続して個人事業を営んでいた者

が同日以後に法人成り（事業を営んでいる個人が新たに法人を設立し、当該新たに

設立された法人に当該事業の全部又は一部を継承させることをいう。）したものではな

いこと。 

ニ 三鷹商工会長が別に定める期間に創業支援関係機関による支援を受けていること。  

(4) 承継者については、次のいずれにも該当する者  

イ 事業を１年以上継続することが見込まれるもの。  

ロ  事業承継を行った日において市内で３年以上継続して事業を営んでいた被承継者

から事業承継していること。  

ハ 三鷹商工会長が別に定める期間に事業承継支援関係機関による支援を受けている

こと。 

ニ 大企業が実質的に経営に関与していないこと。  

ホ 被承継者（法人の場合はその代表者）と承継者（法人の場合はその代表者）が同一

人ではないこと。  

(5) 被承継者については、次のいずれにも該当する者  

イ 市内で３年以上継続して事業を営んでいること。  

ロ 三鷹商工会長が別に定める期間に事業承継支援関係機関による支援を受けている

こと。 

ハ 承継者（法人の場合はその代表者）と被承継者（法人の場合はその代表者）が同一

人ではないこと。  

ニ 交付申請時点日において承継者が未定の場合は、将来的な事業承継に向けた取組

であると三鷹商工会長が認めるもの。  

(6) その他、三鷹商工会長が別に定める誓約事項を遵守する者  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。  

 (1) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者  



 (2) 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していると認められる者  

 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第２条第５項に掲げる性風俗関連特殊営業を行う者  

 (4) 三鷹市暴力団排除条例 (平成 24 年三鷹市条例第 35 号 )第２条第１号に規定する

暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者  

 (5) その他三鷹商工会長が不適当と認める者  

 

（補助対象事業）  

第 4 条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条に規定する

補助対象者が当該年度内に行う事業で、次の各号に掲げるものする。  

(1) 労働生産性向上に向けた中・大規模な設備投資に係るもの【成長投資支援枠】  

(2) カーボンニュートラルへの対応や取組を促進する事業  【グリーン枠】  

(3) サプライチェーンの強靭化等の備えとして、事業継続計画の策定やリスクの備えに資

する事業  【レジリエンス枠】  

(4) ＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）の取組を促進する事業で、デジタル人材の育

成やシステム構築等に係るもの 【デジタル枠】  

(5) 上記以外の事業活性化・販路開拓等に資する事業  【一般枠】  

２  前項の規定に関わらず、過去に補助対象事業者であった者が、前年度と類似した補助事

業については、補助金の交付対象外とする。  

 

（補助対象経費）  

第５条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第７条に基づき申請者

に通知する交付決定の日から補助事業期間の終了日までの期間に契約、納品及び支出

された経費とし、別表第１に定めるとおりとする。  

２  前項の規定に関わらず、別表第２のいずれかに該当する経費は補助金の交付対象外とす

る。 

３  補助対象経費の支払いは、金融機関振込、クレジットカード等、支払者、受領者、支払金

額及び支払日が客観的に確認できる方法によるものとする。  

 

（補助金の交付額および補助率）  

第６条  補助金の交付額は、三鷹商工会長が予算の範囲内で定める額で、前条に掲げる補

助対象経費に別表第１に定める補助率を乗じて得た額とし、同表に定める限度額を上限

とする。ただし、千円未満は切り捨てる。  

 

（補助金の交付申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号の１または

様式第１号の２による「三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金交付申請書」に、必要

な書類（以下「添付書類」という。）を添えて、三鷹商工会長に提出しなければならない。  



２  補助金の申請は、１事業者につき１年度１回限りとする。  

 

（補助金の交付決定）  

第８条  三鷹商工会長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるとき

は、補助金の交付決定を行い、「三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金交付決定通

知書」（様式第 6 号）により申請者に通知するものとする。  

２  前項の審査に際し、三鷹商工会長が必要と認めるときは、前条の申請に係る関係書類の

提出を求め、又は現地調査等により、その内容に関し調査を行うことができる。  

３  三鷹商工会長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するた

め、必要な条件を付すことができる。  

４  補助対象事業に係る委託、外注、物品購入その他の取引について、申請者と次の各号の

いずれかに該当する関係を有する事業者への発注は、原則として補助対象外とする。  

(１ ) 親会社、子会社又は関連会社  

(２ ) 役員が相互に兼任している事業者  

(３ ) 申請者の代表者又は役員の配偶者、二親等以内の親族が経営又は従事している事

業者  

(４ ) 前各号に掲げるもののほか、実質的に同一と認められる事業者  

５  前項の規定にかかわらず、当該事業者でなければ事業の実施が困難である合理的理由

があり、かつ、取引の妥当性が客観的に確認できる場合に限り、事前に三鷹商工会長の承

認を受けたものについては、この限りでない。  

 

（補助事業の変更・中止の申請）  

第９条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、その内容を変更し、

又は中止しようとする場合は、軽微な変更で三鷹商工会長が定めるものを除き、速やかに

「三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金事業計画変更・中止承認申請書」 （様式第

7 号。以下「変更申請書」という。）を三鷹商工会長に提出しなければならない｡  

２  前項の場合において、補助事業者に合併・事業譲渡があった際は、その譲受会社が前項

の変更申請書を提出しなければならない。  

 

（補助事業の変更・中止の決定）  

第 10 条  三鷹商工会長は、前条の変更申請書の提出があった場合において、補助金変更

又は中止の決定をしたときは、「三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金変更・中止決

定通知書」（様式第 8 号）により補助事業者に通知するものとする。  

 

（実績報告）  

第 11 条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに「三鷹商工会中小企業等産

業活性化補助金実績報告書」（様式第 9 号の１または第９号の２。以下「実績報告書」と



いう。）に次に掲げる書類を添付して、三鷹商工会長に提出しなければならない。  

（ １ ) 「三鷹商工会中小企業等産業活性化事業報告書」（様式第 10 号の１または第１０

号の２）  

(2) 経費の支出に関する書類の写し（領収書、振込記録その他これらに準ずる書類）並

びに、金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義が確認でき、当該支出が補助事業

者本人の金融機関口座から行われたことが客観的に確認できる書類）  

(3) 補助対象事業が完了したことが分かる写真や文書等  

(4) その他三鷹商工会長が必要と認める書類  

 

（補助金額の確定）  

第 12 条  三鷹商工会長は、実績報告書の提出を受けた後、速やかにその内容を審査し、適

正であると認められるときは、補助金額を確定し、「三鷹商工会中小企業等産業活性化

補助金交付確定通知書」 （様式第 1１号。以下「確定通知書」という。）により、補助事業

者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付）  

第 13 条  補助事業者は、前条の確定通知書を受理した後、速やかに三鷹商工会長に対し

補助金に係る請求書を提出しなければならない。  

２  三鷹商工会長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。  

 

（帳簿並びに領収書の保存等）  

第 14 条  補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿並び

に領収書を、当該補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後５年間保存し、三鷹商

工会長が求めたときに提出しなければならない。  

 

（交付決定の取消し等）  

第 15 条  三鷹商工会長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当

する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

(2) 補助事業者が、補助事業により導入した設備等について、正当な理由がなく廃止、譲

渡その他の処分をしたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。  

２   三鷹商工会長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を命じることができる。  

 

（委任）  

第 16 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、三鷹商工会長が別に定める。  



附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和８年２月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和８年６月１日から施行する。



別表第１（第４条関係） 

補助対象事業及び補助対象経費 

 事業区分・目的 補助率 

 補助対象経費 限度額 

 
成長投資支援枠：

労働生産性を年３％以上向上させる計画に基づく設備投資事業 

補助対象経費の 

２分の１以内 

（創業者、承継者及

び被承継者の特例

対象外） 

 

1 機械、備品の購入、製作、リース及び設置等に要する経費のうち労働生産性を

年３％以上向上させる計画に基づく設備投資に要する経費 

※経費全体で 100万円以上（税抜）の事業に限る。 

※リース契約及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該

年度の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

300万円 

 

2 ソフトウェア・情報システムの購入、構築等に要する経費のうち労働生産性を

年３％以上向上させる計画に基づく設備投資に要する経費 

※経費全体で 100万円以上（税抜）の事業に限る。 

※使用料及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該年度

の１月末日）の費用のみを対象とする。 

300万円 

 
グリーン枠：カーボンニュートラルへの対応や取組を促進する事業 

※温室効果ガス排出量の削減に資すると判断できるもの 

補助対象経費の 

３分の２以内 

（創業者、承継者

及び被承継者は 

10分の 10以内） 

 

1 機械、備品の購入、製作、リース及び設置等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※リース契約及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該

年度の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 
2 店舗レイアウト変更等に係る工事経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 



 

3 ソフトウェア・情報システムの購入、構築等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※使用料及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該年度

の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 
4 新製品・新技術・新サービスの研究・開発のための調査・研究・企画に要する

経費 
30万円 

 5 特許など工業所有権の取得申請に要する経費 30万円 

 
6 研修や専門家の助言等に要する経費 

※経費全体で 5万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 
7 広告宣伝や展示会出展など販売促進、販路拡大に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 
レジリエンス枠：サプライチェーンの強靭化等の備えとして、事業継続計画 

の策定やリスクの備えに資する事業 

補助対象経費の 

３分の２以内 

（創業者、承継者及

び被承継者は 

10分の 10以内） 

 

1 機械、備品の購入、製作、リース及び設置等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※リース契約及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該

年度の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 
2 店舗レイアウト変更等に係る工事経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 

3 ソフトウェア・情報システムの購入、構築等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※使用料及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該年度

の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 
4 新製品・新技術・新サービスの研究・開発のための調査・研究・企画に要する

経費 
30万円 

 5 特許など工業所有権の取得申請に要する経費 30万円 

 6 研修や専門家の助言等に要する経費 30万円 



※経費全体で 5万円以上（税抜）の事業に限る。 

 
7 広告宣伝や展示会出展など販売促進、販路拡大に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 
デジタル枠：ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の取組を促進する事業

で、デジタル人材の育成やシステム構築等に係るもの 

補助対象経費の 

３分の２以内 

（創業者、承継者及

び被承継者は 

10分の 10以内） 

 

1 機械、備品の購入、製作、リース及び設置等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※リース契約及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該

年度の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 

2 ソフトウェア・情報システムの購入、構築等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※使用料及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該年度

の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 3 新製品・新技術の研究・開発のための調査・研究・企画に要する経費 30万円 

 4 特許など工業所有権の取得申請に要する経費 30万円 

 
5 研修や専門家の助言等に要する経費 

※経費全体で 5万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 
6 広告宣伝や展示会出展など販売促進、販路拡大に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 一般枠：上記以外の事業活性化・販路開拓等に資する事業 

補助対象経費の 

２分の１以内 

（創業者、承継者及

び被承継者は 

10分の 10以内） 

 

1 機械、備品の購入、製作、リース及び設置等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※リース契約及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該

30万円 



年度の 1月末日）の費用のみを対象とする。 

 
2 店舗レイアウト変更等に係る工事経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 

3 ソフトウェア・情報システムの購入、構築等に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 

※使用料及び保守費等については、補助事業実施期間（交付決定日～当該年度の

1月末日）の費用のみを対象とする。 

30万円 

 4 特許など工業所有権の取得申請に要する経費 30万円 

 
5 研修や専門家の助言等に要する経費 

※経費全体で 5万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 
6 広告宣伝や展示会出展など販売促進、販路拡大に要する経費 

※経費全体で 10万円以上（税抜）の事業に限る。 
30万円 

 7 新製品・新技術の研究・開発のための調査・研究・企画に要する経費 30万円 

 


